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公営住宅制度の概要

○ 入居者の家賃負担能力
と個々の住宅からの便益
に応じて補正する「応能
応益制度」に基づき、地
方公共団体が決定

○ 収入超過者の家賃は、
収入超過度合いと収入超
過者となってからの期間
に応じ、遅くとも５年目
の家賃から近傍同種家賃
（市場家賃に近い家賃）
が適用

○ 高額所得者の家賃は、
直ちに近傍同種家賃が適
用

【家賃】

○ 原則として、入居者を公募。

○ 特に居住の安定の確保が必要な者について、
地方公共団体の判断により、入居者選考に
おいて優先的に取り扱うことが可能（優先
入居）

○ 収入超過者
 ３年以上入居し、入居収入基準を超える収
入のある者
→明渡努力義務が発生

○ 高額所得者
 ５年以上入居し、最近２年間月収31万3千
円（収入分位60％）※を超える収入のある者
※条例で、収入分位50％まで引き下げるこ

とが可能

→地方公共団体が明渡しを請求することが可

能

【入居制度】

○入居収入基準
 ・月収25万9千円（収入分位50％）を

上限として、政令で規定する基準（月
収15万8千円（収入分位25％））を参
酌し、条例で設定

 ・ただし、入居者の心身の状況又は世
帯構成、区域内の住宅事情その他の
事情を勘案し、特に居住の安定を図
る必要がある場合として条例で定め
る場合については、月収25万9千円
（収入分位50％）を上限として基準
の設定が可能

○住宅困窮要件
 現に住宅に困窮していることが明らか

【入居者資格】

公営住宅は、憲法第25条（生存権の保障）の趣旨にのっとり、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力
して、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で供給されるもの。（ストック数：約212万戸（Ｒ5年度末））

【整備基準】

○地方公共団体は、公営住宅を建設（又は民間住宅を買取り・借上げ）して管理
○国の助成：整備費等：全体工事費の原則50％（建設、買取り）又は共用部分工事費・改良費の2/3の原則50％（借上げ）を助成

 家賃低廉化：近傍同種家賃と入居者負担基準額との差額の原則50%を助成  

【供給】

○省令で規定した基準を参酌し、制定した条例等に従って整備
 ・床面積25㎡以上 ・省エネ、バリアフリー対応であること ・台所、水洗便所、洗面設備、浴室等の設備があること 等（参酌基準の規定）



２．公営住宅における民間活用の状況

２

○公営住宅においてはＰＦＩ事業のほかにも、整備段階・管理段階で多数の民間活用の実績がある。

買取公営住宅
（平成8年公営住宅法改正）

実績：14,342戸 （R3年度末）
※PFI法に基づくPFI事業によるものを含めると
28,052戸

借上公営住宅
（平成8年公営住宅法改正）

実績：23,411戸  （R3年度末）

指定管理者制度（平成15年地方自治法改正）

実績：45事業主体（67都道府県・政令市中）（R3.12） ※

滞納家賃等回収業務の外部委託
実績：64事業主体（67都道府県・政令市中） （R3.12） 

施設併設による福祉拠点化
実績：8,499団地

13,904施設               
（R4年度末）（注）

ＰＦＩ事業（整備、管理）

実績：109事例・約20,030戸 （その他 地域優良賃貸住宅・改良住宅に係るもの ４２事例） ※R5.3時点で実施方針公表済の事業

整備段階 管理段階

（例) 大阪府営住宅における指定管理の状況

※ 公営住宅法に基づく管理代行制度を導入している事業主体と併せ、
都道府県・政令市の全67事業主体で民間活用・広域管理が進んでいる。

（注）公共賃貸住宅（公営、改良、
特公賃、ＵＲ住宅、公社住宅等）
と社会福祉施設等との併設状況の合計

（戸数・指定管理者は令和4年4月現在）

岸和田市、貝塚市等８市町（15,859戸）
㈱東急コミュニティー

枚方市等４市（一部除く）（9,526戸）
近鉄住宅管理㈱

豊中市等４市（14,786戸）
㈱東急コミュニティー

大阪市、八尾市等９市（16,553戸）
日本管財㈱

寝屋川市等３市（8,117戸）
日本管財㈱

東大阪市（大東朋来除く）（5,534戸）
近鉄住宅管理㈱

堺市（南区除く）、泉大津市等５市町
（16,828戸）
㈱東急コミュニティー

村野住宅（1,100戸）
日本管財㈱

大東朋来・ﾍﾟｱ大東朋来住宅
（1,455戸）
日本管財㈱

堺市南区（泉北NT）（14,326戸）
㈱東急コミュニティー

高槻市等４市町（11,853戸）
㈱東急コミュニティー



３．公営住宅における民間活用の可能性

（１）

調査・設計

（２）

整備

（３）

管理

（維持管理・家賃徴収）

（４）

管理

（入居者の決定等）

公共団体直営

タイプ（従来型）

公共団体

による発注

公共団体

による発注

公共団体 公共団体

（公営住宅法）

民間活用の可

能性

プロポーザル

方式

民間が建設したもの

の買取又は借上

指定管理制度
※権限行使を伴わない事実行為

に限る

管理代行
（代行先は地方公共団体、地方住宅

供給公社に限る）

ＢＴ方式
公営住宅の設計、建設

余剰地の活用

公共団体

（又は別途管理者を指定）

ＢＴＯ方式

ＢＯＴ方式

公営住宅の設計、建設、管理

余剰地の活用
公共団体

余剰地活用

（建替の場合）

建替にあわせて既存の公営住宅を集約し余剰地を創出

⇒余剰地における民間施設（住宅、商業・福祉施設等）の計画をあわせて提案

３

○ＰＦＩ事業のうち、ＢＴ方式では調査・設計、整備を、ＢＴＯ・ＢＯＴ方式ではこれらに加えて管理（維持
管理・家賃徴収）を民間で行う。



４．公営住宅整備における民間活力導入に関する予算制度

４

○ 直接建設・買取り・借上げのいずれに対しても補助を実施。
○ 民間事業者が建設し、借上げ公営住宅として一定期間管理したあと、最終的に自治体に引き渡す場合（ＢＯＴ方
式）における建設費の補助率を、借上げ方式（共同施設整備費のみ対象）と差別化を図り、直接建設方式（工事費
全体が補助対象）と同様としている。（下記の④）

また、事業の検討段階での支援として、以下の支援を実施。
○ PPP／PFI手法の導入可能性検討調査を補助対象としている。
○ 市町村における事業の初期段階におけるPPP／PFI手法の基本構想検討への支援している。
○ 内閣府の民間資金等活用事業推進委員会から、PPP／PFI導入検討対象の拡大が求められており、社会資本整備総
合交付金等について、導入検討を要件化している。

なお、原則1,000戸以上の整備を行う場合には、PPP/PFIの導入検討を補助の要件としている。

原則50%

原則50%

①地方公共団体による
直接建設

原則50%

原則50%
※公営住宅建設事業債

で起債

国

地方公共団体
（起債）

共用部分

国（地方経由）

地方
民間

専用部分 民間

国
（地方経由）

民間
地方公共団体が
分割支払い

②買取り公営住宅 ③借上げ公営住宅
④ＢＯＴ方式
公営住宅

整備費の地方公共団体負
担を起債により調達し家
賃等により償還

整備費の地方公共団体負
担を起債により調達し家
賃等により償還

民間事業者が資金調達し、
借上げ料を地方公共団体
が支払い

民間事業者が整備費を資
金調達し、国の補助と地
方公共団体の分割払いで
支払い

原則50%

原則50%
※公営住宅建設事業債

で起債

国

地方公共団体
（起債）

（BT・BTO方式は、買取の類型で運用）



５-①．【効果】 建替え等のノウハウや人手不足への対応

○ 設計・建設工事に民間事業者を活用することで、庁内業務負担の軽減につながる。
○ コンサルタント等をアドバイザーとして選定することで、担当職員に大きな負担無く、民間事業
者を選定することができる。（建築部門職員が少ない中でＰＦＩ事業を実施した事例もある）
○ 職員不足が課題である東日本大震災の被災地では、公営住宅の買取スキームのほか、ＣＭ方
式等により民間事業者が地方公共団体に代わり設計・工事発注や各業務のマネジメントを実施
する方式も採用されている。

５



５-②．【効果】 投資的経費の削減

○ 事業条件の工夫によ
り事業者間の競争環境
をつくることが可能。
○ 性能発注、設計・施
工の一体的な発注とす
ることで、直接建設と比
較して事業費の軽減を
実現することが可能。

６



５-③．【効果】 事業費負担の軽減（その１）

○ 建替えにより生じる余剰地を処分することにより、地方公共団体の事業費負担を軽減すること
が可能。（立地によっては、地方公共団体の実質的な負担無しで建替えた事例もある）
○ 事業者に余剰地の最適な位置・用途を含め提案を求めることや、「公営住宅整備＋余剰地活
用」を一体事業をすることで、余剰地処分を促進する工夫をした事例もある。

７



５-④．【効果】 事業費負担の軽減（その２）

８



５-⑤．【効果】 財政負担の平準化

○ ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式による長期事業とし、事業者への支払いを部分的に割賦払いとすること
で、地方公共団体の財政負担（一般財源分）の平準化を図ることが可能。

津田松原団地
・県営住宅 100戸
・福祉施設

名東(東)団地
・県営住宅 88戸
・高齢者向け住宅16戸
・福祉施設

万代町団地
・県営住宅 112戸
・高齢者向け住宅44戸
・福祉施設

Ａ ＣＢ

３団地／県営住宅：300戸、高齢者向け住宅：60戸＋福祉施設

建替前

建替後
平成25年～
事業実施

県
営
住
宅

（
津
波
避
難
ビ
ル
）

避難施設として
地域と連携

地域に必要
とされる
福祉施設

○高齢者向け住宅
○福祉サービス

集約に合わ
せて機能を
高度化

集約・統合

徳 島 県 

庁

矢三団地 下助任町団地 吉野本町団地

中常三島町団地

住吉島団地

新佐古団地

寺町団地

昭和町２丁目団地
津田乾開団地

国府団地

Ａ
名東（東）団地 Ｂ

Ｃ津田松原団地

万代町団地

北前川町団地

万代町団地
（※現地建替）

集約化

12団地／県営住宅：入居戸数…約360戸
■ＢＯＴ方式における対価の支払い例

（徳島県）

公営住宅としては全国初となるＢＯＴ方式
でのＰＦＩ事業を導入し、入居者管理を含
め一括にて発注
●一括支払分

施設整備費の原則50％
（社会資本整備総合交付金）

●割賦支払分
施設整備費の原則50％＋利息
維持管理期間中に一括支払分を除く施
設整備費を割賦払い

９



５-⑥．【効果】 地域のまちづくりへの貢献

＜地域に貢献する施設の導入＞
○ 導入したい施設の要件化や地域貢献施設への評価を
優位にすることで、建設事業者のネットワークを活用し、
条件に見合った用地活用企業の誘導が可能。
○ まちづくりの上で必要性は高いものの、採算性が低く
実現しにくい施設導入を、公営住宅整備と余剰地活用を
一体事業とすることで、実現した事例もある。

＜周辺に配慮・連携した一
体的な再整備＞
○ 公営住宅整備と余剰
地活用を一体的な事業
とし、事業条件を緩やか
にすることで、事業者の
提案に裁量の幅が生ま
れ、事業者が与条件以
上の地域貢献を実現し
た事例もある。

＊余剰地活用の対価として約3.2億円が大阪府の収入

・建替後敷地面積 0.95ha（府営住宅）
・創出余剰地等面積 1.41ha（戸建住宅、サ高住等）※市道等 0.44ha を含む

（大阪府枚方田ノ口住宅民活プロジェクト）
・従前敷地面積 2.36ha

10



５-⑦．【効果】 工期の短縮

○ 事業条件を緩やかにし、民間事業者の提案による土地利用や建替え手順の工夫、工期
短縮が可能な工法の採用により工期を短縮することが可能。

11



５-⑧．【効果】 円滑な居住者移転/敷地の効率的な確保

＜非現地建替のための敷
地確保＞
○ 民間事業者に対して、
建替敷地の確保を含め
て提案を求めた事例も
ある。
○ 東日本大震災の被災
地においても、敷地提
案型の公営住宅の買取
供給スキームが数多く
採用されている。

＜居住者移転の円滑化＞
○ 入居者の仮移転・本移転
に関する業務の一部を民
間事業者が実施している
事例が多数ある。
○ 団地周辺に民間賃貸住
宅が立地する地域では、民
間事業者が仮移転先の確
保を支援した事例もある。

12



６．公営住宅に係るＰＰＰ／ＰＦＩ導入推進事業 （H27年度～）

13

○ PPP/PFI事業に取り組むにあたっての条件整理・事業提案等の支援

マンパワーの限られる小規模な地方公共団体における事業の取組を促進するため、具体の地区の導入可能性調査（VFM算出等）の前

段階として、国は、PPP／PFIに関するノウハウのあるコンサル等の実務者への助成を通じて、

・ 地域でPPP／PFIへの参画意欲のある民間事業者等を支援するとともに、

・ PPP／PFIに取り組む意欲のある地方公共団体が導入候補団地等の抽出やPPP／PFI手法が有効と考えられる併設機能・集約余

剰地活用策の検討等の条件整理・事業提案等などを行う際に必要な情報提供など基本構想策定段階における必要な支援（コンサル

等からも支援）を実施。

○ 昭和30年代の公営住宅ストック対策は概ね終了し、次は昭和40年代の公営住宅ストックが更新期を迎える中、多

くの地方公共団体では、将来の人口動向・地域のあり方を多角的に検討する必要に加え、建替え等に十分な予算や

組織・人員の確保が困難な状況。

○ このため、PPP/PFI手法を用いた具体の事業提案を行う民間事業者等への支援など、PPP/PFIによる公営住宅

団地の再生等を推進するための支援を行う。

概
要

目
的

民間事業者等
（PPP/PFIへ参画意欲のある

民間事業者等を組成）

建設事業者

設計事業者

管理事業者

その他（福祉法人 等）

コ
ン
サ
ル

等連 携

地方公共団体

情報提供 等

国

助成

支 援

支 援

＜支援スキーム＞

従来の支援対象としてきた小規模な地方公共団体に加えて、

 ・複数地方公共団体が連携した広域的なPPP・PFIの取組

 ・福祉施設以外の余剰地活用等を通じた新分野のPPP・PFIの取組

等に対しても積極的な支援を実施する。

R8以降の実施方針



● 公的賃貸住宅団地における地域拠点施設の併設（原則として100戸以上の規模の公的賃貸住宅団
地に、住宅の整備に合わせて、高齢者施設、障害者施設、子育て支援施設等の福祉施設を併設され
るもの）

● PPP/PFI等の事業手法による民間投資の誘発を促進する事業
（BTOやBOT方式に限る（令和7年度以前に着手された事業はこの限りでは無い）。※）

※R８から対象を厳格化
● 耐震性のない公営住宅及び改良住宅の建替事業
● 特に老朽化した高経年の公営住宅及び改良住宅の建替事業・ストック総合改善事業
（安全性確保型・長寿命化型）

● ZEH水準の公営住宅及び改良住宅を整備する事業（令和7年度以前に着手された事業に限る）

など

社会資本整備総合交付金においては、地域の実情に応じ、適切な質の住宅の供給に資
する事業に特化する考えの下、以下の事業に対して優先的に配分を行うこととする。

○社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における配分の考え方（令和８年度） 

○社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における要件

1,000戸以上を新規に整備する公営住宅については、原則として、PPP/PFIの導入検討を補助の要件とする。

※地域居住機能再生推進事業（補助金）では、従来より、全地区についてPPP/PFIの「導入検討」を要件とするとともに、三大都市
圏又は政令指定都市で実施する事業はPPP/PFI手法の「導入」を要件としている。

７．社会資本整備総合交付金等における要件化・重点配分
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８．【参考】地域優良賃貸住宅制度の概要

高齢者世帯、障害者世帯、新婚・子育て世帯等、各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供
する良質な賃貸住宅の供給を促進するため、住宅の整備等及び家賃の低廉化に要する費用について支援を行う。〔地域
優良賃貸住宅制度要綱（平成19年3月28日付け国住備第160号）〕

１．目的

２．制度概要２．制度概要

良質な賃貸住宅

整備費に助成
高齢者・子育て世帯等

国・地方公共団体

良質な賃貸
住宅を整備

高齢者・子育て
世帯等向けに

供給
民間事業主体等

良質な賃貸住宅

整備費に助成
高齢者・子育て世帯等

国・地方公共団体

良質な賃貸
住宅を整備

高齢者・子育て
世帯等向けに

供給
民間事業主体等

良質な賃貸住宅

整備費に助成
高齢者・子育て世帯等

国・地方公共団体

良質な賃貸
住宅を整備

高齢者・子育て
世帯等向けに

供給
民間事業主体等

良質な賃貸住宅

整備費に助成
高齢者・子育て世帯等

国・地方公共団体

良質な賃貸
住宅を整備

高齢者・子育て
世帯等向けに

供給
民間事業主体等

良質な賃貸住宅

整備費に助成
高齢者・子育て世帯等

国・地方公共団体

良質な賃貸
住宅を整備

高齢者・子育て
世帯等向けに

供給
民間事業主体等

良質な賃貸住宅

整備費に助成
高齢者・子育て世帯等

国・地方公共団体

良質な賃貸
住宅を整備

高齢者・子育て
世帯等向けに

供給
民間事業主体等

良質な賃貸住宅

整備費に助成
高齢者・子育て世帯等

国・地方公共団体

良質な賃貸
住宅を整備

高齢者・子育て
世帯等向けに

供給
民間事業主体等

＜制度イメージ（事業主体が民間事業者等の場合）＞

① 入居対象
下記に掲げる者のうち、原則として収入分位70％（月収38.7万円）以下の者

高齢者世帯、障害者等世帯、新婚世帯、子育て世帯、
地方公共団体が地域住宅計画に掲げる者 等

② 整備に対する国の支援
・事業主体が民間事業者等の場合

⇒地方公共団体が助成する費用（住宅の建設・買取費の１／６等）の原則 50％
・事業主体が地方公共団体の場合

⇒住宅の整備費の原則 50％

③ 家賃低廉化に対する国の支援
下記の者が入居する地域優良賃貸住宅を対象に、地方公共団体が事業主体に対して行う
家賃低廉化助成に要する費用（上限：4万円/月・世帯※）の原則 50％
※ ただし、公営住宅並み家賃への引下げに対応した額を限度とする

ⅰ) 収入分位 0～25％（月収15.8万円以下）の世帯
ⅱ) 収入分位 0～40％（月収21.4万円以下）である次の世帯

高齢者世帯、障害者等世帯、小学校卒業前の子どもがいる世帯 等
ⅲ）収入分位 0～50％（月収25.9万円以下）である新婚・子育て世帯

（R8.3.31までに家賃低廉化の適用が開始される世帯を対象とする時限措置）

３．整備実績
※ 前身の制度により整備されたものを含む。
※ 地域優良賃貸住宅は、平成22年度以前においては、入居者の属性に応じて、それぞれ「一般型」

と「高齢者型」として運用されてきたため、左記の実績値は従前の分類に従って計上している。

一 般 型（特優賃等）  ・・・  47,893戸
高齢者型（高優賃等）  ・・・  33,379戸
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９．【参考】住宅セーフティネット制度の概要
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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等

登録 情報提供

要配慮者の入居を拒まない住宅
（セーフティネット登録住宅)

家賃・家賃債務
保証料等の低廉化

・改修費補助
（国の直接補助あり）

・改修費融資
（住宅金融支援機構）

・家賃低廉化補助
・家賃債務

保証料等補助
・家賃債務保証保険

（住宅金融支援機構）

・住替え補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

① 登録制度② 経済的支援 ③ マッチング・入居支援



ご清聴ありがとうございました

ご質問等のお問い合わせ先

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課
審査係長 坂本 03-5253-8111（内線：39-346）
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